
【
定
員
】

　

20
名（
託
児
定
員
５
名
）

【
選
考
試
験
】

　

令
和
３
年
８
月
17
日（
火
）

※ 

応
募
方
法
な
ど
詳
し
く
は
、
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問 

鹿
屋
公
共
職
業
安
定
所

☎
０
９
９
４
‐
４
２
‐
４
１
３
５

労
働
保
険
に
関
す
る
お

知
ら
せ

　

令
和
３
年
度
労
働
保
険（
労
災
保

険
･
雇
用
保
険
）
の
年
度
更
新
期
間
は
、

6
月
1
日（
火
）〜
7
月
12
日（
月
）で
す
。

　

申
告
･
納
付
は
最
寄
り
の
労
働
局
、

労
働
基
準
監
督
署
ま
た
は
金
融
機
関
で

お
願
い
し
ま
す
。
年
度
更
新
申
告
書
は
、

5
月
末
頃
に
発
送
さ
れ
る
予
定
で
す
。

　

ま
た
、
労
働
保
険
の
お
手
続
は「
電

子
申
請
」を
ぜ
ひ
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

　

自
宅
や
オ
フ
ィ
ス
か
ら
24
時
間
い
つ

で
も
申
請
や
届
出
が
可
能
で
す
。
労

働
保
険
の
電
子
申
請
は「
e
‐
G
o
v
」

か
ら
行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
労
働
保

険
関
係
手
続（
一
部
手
続
を
除
く
）
は
、

G
ビ
ズ
ID
を
利
用
し
て
手
続
き
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

【
年
度
更
新
期
間
】

　

6
月
１
日（
火
）　

〜

　
　
　
　
　
　

7
月
12
日（
月
）

問 

鹿
児
島
労
働
局
労
働
保
険
徴
収
室

☎
０
９
９
‐
２
２
３
‐
８
２
７
６

《連絡先》　大崎町教育委員会　社会教育課　国体推進係
　　　　　☎  4 7 6 - 1 1 1 1（内線425）　　　FAX  4 7 6 - 0 5 4 8
　　　　　メール　syogaisupotsu@town.kagoshima-osaki.lg.jp

　2023年かごしま国体の開催が決定しました。大崎町実行委員会では、太陽国体からこれ
まで国体に出場、活躍された大崎町出身の選手・監督・コーチの方を “広報おおさき”
で紹介していきたいと思います。
　ご存知の方がおられましたらぜひお知らせください。(自薦他薦は問いません）

■2023　かごしま国体へ向けて再スタート！

探して
　います！

ス
ポ
ー
ツ
安
全
保
険
の
加

入
は
お
済
み
で
す
か
？

　

ス
ポ
ー
ツ
安
全
保
険
と
は
、
ア
マ

チ
ュ
ア
の
ス
ポ
ー
ツ
活
動
、
文
化
活
動
、

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
な
ど
を
行
う
社
会

教
育
関
係
団
体
活
動
を
対
象
と
し
た
保

険
で
す
。

　

保
険
期
間
は
加
入
手
続
き
日
の
翌
日

午
前
0
時
か
ら
翌
年
3
月
31
日
ま
で
で

す
。　

　

加
入
依
頼
書
な
ど
の
関
係
書
類
に
つ

き
ま
し
て
は
、
町
中
央
公
民
館
1
階
の

社
会
教
育
課
に
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
保
険
料
な
ど
の
詳
細
に
つ
き

ま
し
て
も
、
下
記
ま
で
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

問 

大
崎
町
教
育
委
員
会
社
会
教
育
課

　

☎
４
７
６
‐
１
１
１
１
（
４
２
４
）

裁
判
所
職
員
採
用
試
験
の

お
知
ら
せ

　

令
和
３
年
度
裁
判
所
職
員
採
用
一
般

職
試
験（
裁
判
所
事
務
官
、
高
卒
者
区

分
）
の
実
施
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま

す
。

【
申
込
受
付
期
間
】

　

①
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト　

　
　

７
月
６
日（
火
）　

午
前
10
時
〜

　
　

７
月
15
日（
木
）　
（
受
信
有
効
）

　

②
郵
送

　
　

７
月
６
日（
火
）　

〜

　
　

７
月
９
日（
金
）　
（
消
印
有
効
）

【
第
１
次
試
験
日
】

　

９
月
12
日（
日
）

※ 

詳
し
い
こ
と
は
、
受
験
案
内
で
確

認
し
て
く
だ
さ
い
。（
受
験
案
内
は
、

裁
判
所
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
掲
載
さ

れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
最
寄
り
の
裁

判
所
で
も
配
布
し
て
い
ま
す
。）

問 

鹿
児
島
地
方
裁
判
所

　

事
務
局
総
務
課
人
事
第
１
係

　

〒
８
９
２
‐
８
５
０
１

　

鹿
児
島
市
山
下
町
13
‐
47

☎
０
９
９
‐
８
０
８
‐
３
７
０
７

介
護
職
員
養
成
科
K
②

（
託
児
付
き
）
の
訓
練
受

講
生
を
募
集

【
訓
練
会
場
】

　

大
隅
地
域
福
祉
事
務
所
ゆ
ら
お
う

　

鹿
屋
市
新
生
町
20
‐
５

【
訓
練
期
間
】

　

令
和
３
年
８
月
26
日（
木
）　

〜

　
　
　
　
　
　
　
　
　

11
月
25
日（
木
）

【
受
講
時
間
】

　

９
時
〜
16
時

【
対
象
者
】

　

再
就
職
を
目
指
す
人

【
内
容
】

　

介
護
職
員
初
任
者
研
修
修
了
課
程
の

資
格
取
得
等
と
就
職
支
援

【
受
講
料
】

　

無
料（
テ
キ
ス
ト
代
等
は
自
己
負
担
）

【
募
集
期
間
】

　

令
和
３
年
６
月
14
日（
月
）　

〜

　
　
　
　
　
　
　
　
　

８
月
10
日（
火
）

お知
らせ

お知
らせ

お知
らせ

お知
らせ
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